
朝日火災 2014年4月版

エレベータ。エスカレータ賠償責任保険

●賠償責任保険普通保険約款 (企業用)
0施設所有管理者特約
●昇降機特約
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設賠償責任保険とは
ストア、商店、飲食店、工場、事務所等の施日,の所有者や管理者が、保険期間中にそ 図保険料

スまたは業務遂行中に起こした事故により、他人の身体や財物に損

法律上の損害賠償責任を負担することによつて損害を被つた場合に保険金をお支 保険料 Iよ、施設の種類、用途、規模およびお支払い限度顔、自己負担額などにより異なります。「口お支払い限度願」の例の場合、保険

料 Iよ施設の種類に応しておよそ次のとおりです。 (保険期間 1年について )

施設の種類 夢 務 所敬
一
》

撃裂響ど斜控黄った。人を
(聯っき)|(辮 っき)
約420円     約820円

(碑っき)
約370円

(需&鉢こっ〕
約4,240円

(聯っき)
約60円

保 険 料

※上EE保険料は「瀾水担保将約(施設用)」 を付帯した保険料となります。
※身体賠償財物賠償いすれも]事故の自己負担額は1,000円 です。自己負担顔を増顔することによつて保険料を割引くことができます

団お支払いする保険金

損害賠償金とは房uこ、次の員用をお支払いできる場合があります。
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囲お支払い限度額
こ契約にあたつてIよ、ます、お支払い限皮顔 (てん補限度額)を決めていただきます。

お支払い限度顔は、施設の規模、周囲の状況、予想される損害の大きさなどに応してお決

めください。

②
賠 償 区 分

身 体 贈 偵

お支払い限度顔

財 物 贈 偵
お支払い限度顔

1名 について

S,000万円

1事故について

5,000万円
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百 貨 店
スーパーストア

校

四稚

学

幼」ヽ 売 店
レストラン
喫 茶 店

置契約
の方法

3億円

例えば、次のような事散DE臨となります。

他人から損容の賠償を受けることができる掲合

に、その権利の保全または行使に必要な手続き

をするために要した覺用

開求権の保全

または行使の

手 観 き 賢 用

保険会社が回播根督者と折衝する堀合に、被保

険者が協力するに際して支出した買用

損吾の発生または拡大の防止のために必要また
Iよ有益であつた賢用

協力磯務資用

損害防止費用

脈訟愛用、弁阻士報酬、仲占妃、和解または測停に

関する買用

(弊社の承認が 1‐

^要

となります。)

争 訟 資 用

応急手当、巨送、診漁、治猥、■画その他の緊急}書

日のために要した受用
緊急措田員用

捐召膳偵金

保険金の租類

●保険契約者、被保険者の故意による事故

0地晨、噴火、洪水、津波など天災や戦争、変乱、暴動ナょ
どによつて生した事故

●損害 Pat償について第三者との間に特別な約定がある

ためにカロ重された損害

●排水または排気 (煙を含みます。)によつて生した事故

●預かり物に対する事故

0施設の修理、改造または取り域しなどの工事による
事故

0自動軍による事故
●販売した商品や仕事の目的物を他人に引き渡した後

の事故

●エレベータ・エスカレータによる事故

※エレベータ・エスカレータ賠償責任保険でお引き受

けします。

●冷暖房機、給排氷懐などの器具からの液体、気体のも

れによる財物損害

※瀾水担保特約 (施設用)を付語し、別途とll増保険料
を加算することにより、補償の対象とすること七,で

きます。

お支塾いできないとな場合む支払いする保険金

被害者に支払う損害賠償金

(治療資、慰出料、修個賢よ́ど)

S,000万円
財 物 賠 償
お支払い限度観

3億円

1名について

5:000万円

※①および①の保険料は「人格柱餡 担保特約 (昇降機用)」 を付帝した保険料と
'よ

り蚕す。
※随且守賠償買任保険とセットでこ契約いただいた堀合の保険料とナょります。
エレベータ・エスカレータ階債質任保険のみを単独でこ契約いただいた場合、保険料は異
ナょりますのでこ注意ください。
※男体賠償・財物賠慣いずれもl事故の自己負担霞は 1,000円です。自己負担額を1曽顕す
ることによって保険料を割引くことができます。

〕
類勲嚇

エレベータ

⑩ (工場、倉庫、

□お支払い限度額   図保険料

≧賠償責任保険とは
許エレベータ。エスカレータ

―夕の欠陥や管理ミスまたは運行による事故によりHi弓 他人の身体や財物カレ!エレベータ エ ス

fヨ峯

暦 慣 区 分 ⑤専用エレベータ

など)

しヽます。

法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被つた
'島

合に保険金を

エレベ…夕。エスカレータによる事散は

「エレベータ。エスカレータ脳償責任保険Jへのこれ田入が必要となります。

aフエスカレータ
(動く歩道を含みます。)

保 険 料

身 体 賠 償
お支払い限E顔

(,台につき)     (1台 につき )

約2,050円    約11.690円
(1台につと)

約9=130円
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合 計
保険料

円

保険料のお見積り

身体保険料 (A)

円

財物保険料 (B)

円
+

万―事故がおこつたときは

万―この保険で補償される事故等が生したことを知つた場合には、下記の事項をすみやかに朝日火災あんしんダイヤルまたは取扱代理店までこ連絡くだ
さい。なお、示醸交渉については必す弊社とこ相談いただきながらおすすめください。弊社の承認がないまま損害賠償額を承認された場合には、保険金
を削減してお支払いすることがありますのでこ注意ください。

ア事故姓 の日時'場所イ、被
―
所,氏名ウ取 卿 ・状況工呻 韓ヽ は そヽの方の住所・略 オ額旧悟廣の― 劉すた娼合は、その内害カー

1旬の内害 (皿券番号等)

こ契約後のこ注意

1.お手続きの日から1か月経過しても保険証券が届かない場合は、弊社までこ照会ください。
2.こ契約者のこ住所などを変更された場合は、すみやかに取扱代理店または弊社までこ通知ください。

○この保険は、保険契約者が個人、小規模法人またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構Jの補償対象となります。ただ
し、その場合でも引受保険会社が経営破綻したときの保険金、解約返11い金等のお支払いは、保険業法の規定に基づき一部削減されることがあり
ます。詳制につきましては、下記EE戦の弊社ホームページをと覧いただくか、取扱代理店または弊社までこ照会ください。
O弊社は、保険契約に関する個人情報を、適切な契約のお引き受け、円滑な保険金のお支払い、付帯サービスのこ提供および弊社の商品の販売等を行う
ために取得・利用し、業務委託先、再保険会社等に提供することがあります。詳細につきましては、下gttB己暇の弊社ホームベージをこ覧いただくか、取
扱代理店または弊社までこ照会ください。

●保険料お支払いの際は、原則として弊社所定の保険料領収証を発行することとしておりますので、お確かめください。
●このパンフレッHよ「施設賠償責任保険」「エレベータ・エスカレータ賠償責任保険」の概要をこ紹介したものです。詳綱は保険約欲によりますが、保険金
のお支払い条件。こ契約手続き'その他こ不明な点がありましたら取扱代理店または弊社までこ照会ください。なお、詳しくは「普通保険約款および特約集」
「重要事項説明轡」をこ覧ください。

弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領・保険契約の綸緒・保険料の領収・保険料領収証の交付。こ契約の管理等の代理
業務を行つております。したがいまして、弊社代理店との間で有ナ動に成立したこ契約は、弊社と直接こ契約されたものとなります。

朝日火災海上保険株式会社
〒101‐8655東京都千代田区神田美土代町7番地
TEL03-3294-2111(大 代表 )

ホームペーシワHンス開Hpノ/www asahikasaico,p/

対 野tと す る 施 設
ま た は

エレベータ・エスカレータ

保険料算出の基礎

財

　

物

身

　

体

自己負担額

(1事故について)

1 事  故

自己負担額

(1軸について)

1 事  故

1 名

賠 償 区 分

万円

万円

お支払い限度額

円

円

万円

財物保険料 (B)

円

身体保険料 (A)

円

保険料 (内訳)

0お問い合わせ先

188019 cp13-49(新 )2014/046,000(KY)


